
掲
示
板

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て

健
康
・
福
祉

文
化

各
種
相
談

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

掲
示
板

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て

健
康
・
福
祉

文
化

各
種
相
談

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

お知らせ

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
た
か
は
し
障
害
者
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー
」
愛
称
募
集

　
平
成
29
年
5
月
に
開
所
し
た
「
た
か
は

し
障
害
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
」
が
親
し

み
を
持
っ
て
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
愛
称
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
期
間　
12
月
22
日（
金
）ま
で（
午
後

5
時
必
着
）

応
募
資
格　
市
内
在
住
の
人
、
ま
た
は
市

内
に
通
勤
・
通
学
を
し
て
い
る
人

応
募
方
法　
①
愛
称　
②
愛
称
の
説
明

③
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
住
所
・
年
齢
・
性

別
・
電
話
番
号
・
勤
務
先
ま
た
は
学
校
名

（
学
年
）を
明
記
し
、
郵
送
、
持
参
、
メ
ー

ル
、
フ
ァ
ク
ス
で
応
募
く
だ
さ
い
。
様
式

は
問
い
ま
せ
ん
が
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
た
応
募
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
作
品

は
、
自
作
、
未
発
表
の
も
の
で
あ
れ
ば
何

点
で
も
応
募
可
能
で
す
。
な
お
、
応
募
書

類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

応
募
先　
〒
７
１
６
‐
８
５
０
１
［
住
所

不
要
］
高
梁
市
役
所
福
祉
課
障
害
福
祉
係

☎（
21
）０
２
８
４　
F（
23
）１
４
３
３

　

 fukushi@
city.takahashi.lg.jp

賞
品　
愛
称
の
採
用
者
1
人
に
対
し
、図

書
カ
ー
ド
３
０
０
０
円
分
を
贈
呈
し
ま
す
。

そ
の
他　
①
採
用
し
た
愛
称
の
著
作
権
な

11
月
の
納
期
限　
11
月
30
日（
木
）

・
国
民
健
康
保
険
税（
普
通
徴
収
／
５
期
）

・
介
護
保
険
料（
普
通
徴
収
／
５
期
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
普
通
徴
収

／
５
期
）

12
月
の
納
期
限　
12
月
25
日（
月
）

・
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税（
３
期
）

・
国
民
健
康
保
険
税（
普
通
徴
収
／
６
期
）

・
介
護
保
険
料（
普
通
徴
収
／
６
期
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
普
通
徴
収

／
６
期
）

※
口
座
振
替
を
登
録
し
て
い
る
人
は
、
振

替
日
前
に
預
金
残
高
の
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
税
務
課
☎（
21
）０
２
１
５

※
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て
は

医
療
連
携
課
☎（
21
）０
２
５
８
ま
で

税
金
の
納
期
限（
口
座
振
替
日
）

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

納
め
た
年
金
は
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ
び

住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
年

の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
付

し
た
保
険
料
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
29
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

人
に
は
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」
が
11
月
上
旬
に
日
本

年
金
機
構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
間
に
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
人
に
は
、
平
成
30
年
２
月

上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
末
調
整
や
確

定
申
告
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
か
領

収
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
場
合
も
、
本
人
の
社
会
保
険
料
控

除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
家

族
宛
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付

の
上
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
☎（
21
）０
２
５
２
／
日
本
年
金

機
構
高
梁
年
金
事
務
所
☎（
21
）０
５
７
０

　
ｅエ

ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
電
子
的
に
地
方
税
の
申
告
な

ど
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
利
用
の
メ
リ
ッ
ト

➢ 

手
続
き
が
自
宅
や
会
社
か
ら
で
き
る

➢  

複
数
の
地
方
公
共
団
体
へ
ま
と
め
て
送

信
で
き
る

地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
利
用
を

ど
に
関
す
る
一
切
の
権
利
は
、
市
に
帰
属

し
ま
す
。
②
応
募
に
あ
た
っ
て
の
個
人
情

報
は
、
目
的
以
外
に
は
一
切
使
用
し
ま
せ

ん
。
③
応
募
作
品
に
つ
い
て
著
作
権
な
ど

に
関
す
る
問
題
が
生
じ
た
場
合
は
、
全
て

応
募
者
の
責
任
に
お
い
て
対
処
し
て
く
だ

さ
い
。
④
平
成
30
年
1
月
上
旬
に
厳
正
な

る
選
考
の
上
、
採
用
と
な
っ
た
愛
称
な
ど

に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報

紙
で
公
表
し
ま
す
。
な
お
、
選
考
結
果
は

採
用
さ
れ
た
人
に
の
み
ご
連
絡
し
ま
す
。

問
福
祉
課
☎（
21
）０
２
８
４

消
防
署
・
消
防
団

大
規
模
工
場
火
災
合
同
訓
練

　
大
規
模
工
場
火
災
が
発
生
し
多
数
の
け

が
人
が
出
た
こ
と
を
想
定
し
、
消
防
本

部
・
消
防
署
・
消
防
団
が
一
体
と
な
り
、

消
火
・
救
急
活
動
な
ど
総
合
的
な
訓
練
を

行
い
、
相
互
の
連
携
や
協
力
体
制
の
充
実

と
強
化
を
目
的
と
し
た
訓
練
を
実
施
し
ま

す
。

　
訓
練
に
際
し
、
地
域
の
防
災
意
識
高
揚

の
た
め
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
。

日
時　
11
月
26
日（
日
）午
前
中

場
所　
住
友
電
工
焼
結
合
金（
株
）敷
地
内

（
成
羽
町
成
羽
）

問
高
梁
市
消
防
署
☎（
21
）０
１
２
５

狩
猟
期
間
の
お
知
ら
せ

　
11
月
15
日（
水
）か
ら
平
成
30
年
２
月
15

日（
木
）は
狩
猟
期
間
で
す
。

　
岡
山
県
で
は
、
農
作
物
な
ど
へ
の
被
害

防
止
を
目
的
と
し
て
、
イ
ノ
シ
シ
と
ニ
ホ

ン
ジ
カ
に
限
り
、
狩
猟
期
間
を
１
カ
月
間

延
長
し
、
３
月
15
日（
木
）ま
で
と
し
て
い

ま
す
。
野
山
に
出
か
け
る
際
に
は
、
目
立

つ
色
の
服
装
を
心
が
け
る
な
ど
十
分
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

問
岡
山
県
農
林
水
産
部
農
村
振
興
課
鳥
獣

害
対
策
室
☎
０
８
６（
２
２
６
）７
４
３
９

／
岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森

林
企
画
課
☎
０
８
６（
４
３
４
）７
０
５
２

漫
・
賀
・
年
賀
状

コ
ン
テ
ス
ト 

２
０
１
８

　
来
年
の
干え

支と

「
戌（
い
ぬ
）」
に
ち
な
ん

だ
漫
画
年
賀
状
を
募
集
し
ま
す
。
楽
し
い

作
品
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
テ
ー
マ
…
「
戌（
い
ぬ
）」

募
集
期
間
…
平
成
30
年
１
月
10
日（
水
）ま

で　
※
当
日
消
印
有
効

応
募
規
定
…
は
が
き
、
ま
た
は
同
サ
イ
ズ

（
１
０
０
×
１
４
８
㍉
）の
ケ
ン
ト
紙
、
画

用
紙
な
ど
を
使
用
。
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
Ｃ

Ｇ
作
品
も
可
。
未
発
表
の
作
品
に
限
る
。

自
作
の
み
。
素
材
集
の
使
用
は
不
可
。

賞
金
・
賞
品

大　
賞（
１
点
）…
３
万
円

準
大
賞（
１
点
）…
１
万
円

優
秀
賞（
10
点
）…
川
上
地
域
特
産
品

審
査
員
…
南

み
な
み
一い

っ
平ぺ

い
さ
ん（
漫
画
家
・
笠
岡
市
）

応
募
先
…
〒
７
１
６
‐
０
２
０
１　
高
梁

市
川
上
町
地
頭
１
８
３
４

吉
備
川
上
ふ
れ
あ
い
漫
画
美
術
館
「
漫
・

賀
・
年
賀
状
コ
ン
テ
ス
ト
」
係

問 

吉
備
川
上
ふ
れ
あ
い
漫
画
美
術
館

☎（
48
）３
６
６
４

子
育
て

親
子
ふ
れ
あ
い
遊
び

日
時　
12
月
14
日（
木
）　
午
前
10
時
～
11

時
30
分

場
所　
川
上
児
童
館

内
容　
吉
備
国
際
大
学
子
ど
も
発
達
教
育

学
科
の
学
生
が
、
絵
本
や
お
も
ち
ゃ
を

持
っ
て
出
か
け
て
い
き
ま
す
。
今
回
は
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
「
さ
て
ら
い
と
ひ
ろ

ば
・
ゆ
う
ゆ
う
」
と
合
同
で
行
い
ま
す
。

手
遊
び
や
読
み
聞
か
せ
で
、
一
緒
に
楽
し

い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。
参
加
費
は

無
料
で
、
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

問
こ
ど
も
未
来
課
☎（
21
）０
２
８
８

第
４
回
子
育
て
講
座

「
音
で
遊
ぼ
う
♪
」

日
時　
11
月
28
日（
火
）　
午
前
10
時
30
分

～
11
時
30
分

場
所　
吉
備
国
際
大
学
3
号
館

内
容　
親
子
で
楽
し
く
歌
い
、
音
楽
に
親

し
み
ま
し
ょ
う

講
師　
上う

え

田だ

豊ゆ
た
かさ
ん（
吉
備
国
際
大
学
子

ど
も
発
達
教
育
学
科
教
授
）

申
し
込
み　
吉
備
国
際
大
学
た
か
は
し
子

育
て
カ
レ
ッ
ジ
実
行
委
員
会
事
務
局（
こ

ど
も
未
来
課
）ま
で
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
未
来
課
☎（
21
）０
２
８
８

第 3回コンテスト大
賞作品（平成 18年）
松田まさるさん（千
葉県）

➢ 

サ
ー
ビ
ス
が
無
料

利
用
可
能
な
手
続
き

電
子
申
告
…
法
人
都
道
府
県
民
税
、
法
人

事
業
税
、
地
方
法
人
特
別
税
、
法
人
市
町

村
民
税
、
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）、
事

業
所
税
、
個
人
住
民
税（
給
与
支
払
報
告

書
な
ど
や
特
別
徴
収
関
連
手
続
き
）

電
子
申
請
・
届
出
…
法
人
設
立
届
け
出
や

異
動
届
け
出
な
ど
、
申
告
手
続
き
に
関
連

し
た
申
請
・
届
け
出
手
続
き

電
子
納
税
…
電
子
申
告
に
係
る
納
付
手
続

き（
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）を
除
く
）

問 

地
方
税
電
子
化
協
議
会

☎
０
５
７
０
‐
０
８
１
４
５
９

HP http://w
w

w
.eltax.jp

事
業
主
は
労
働
保
険
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　
11
月
は
「
労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期

間
」
で
す
。

　

事
業
主
は
、
労
働
者（
パ
ー
ト
、
ア
ル

バ
イ
ト
を
含
む
）を
１
人
で
も
雇
用
し
て

い
れ
ば
、
労
働
保
険
に
加
入
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
生
活

と
安
心
の
た
め
、
労
働
保
険
の
加
入
は
、

事
業
主
の
責
任
と
義
務
で
す
。
加
入
手
続

き
を
し
て
い
な
い
事
業
主
は
、
こ
の
機
会

に
加
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

労
働
保
険　
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
を
総

称
し
た
、
強
制
保
険
制
度
で
す
。

労
災
保
険　
労
働
者
が
業
務
中
や
通
勤
途

中
で
事
故
に
あ
っ
た
場
合
に
、
必
要
な
保

険
給
付
を
行
い
、
被
災
さ
れ
た
人
や
そ
の

家
族
の
生
活
を
保
護
し
、
併
せ
て
社
会
復

帰
を
促
進
す
る
事
業
を
行
う
た
め
の
保
険

制
度
で
す
。

雇
用
保
険　

労
働
者
が
失
業
し
た
場
合

に
、
失
業
手
当
な
ど
を
給
付
し
た
り
、
再

就
職
を
促
進
す
る
事
業
を
行
う
た
め
の
保

険
制
度
で
す
。
新
た
に
労
働
者
を
雇
い
入

れ
た
場
合
は
、
保
険
料
の
納
付
と
は
別

に
、
そ
の
都
度
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
「
雇
用

保
険
被
保
険
者
取
得
届
」
の
提
出
が
必
要

で
す
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
高
梁
☎（
22
）２
２
９
１

掲
示
板
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